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令和５年９⽉１⽇ 
⼀ 関 信 ⽤ ⾦ 庫 

未利⽤⼝座管理⼿数料の⾒直しおよび預⾦規定の改定について 

⼀関信⽤⾦庫（理事⻑ 菅原 ⼀由）は、犯罪収益移転防⽌法等への対応やマネー・ローン
ダリング及びテロ資⾦供与対策の⼀環として、令和４年４⽉１⽇以降に開設された普通預⾦⼝
座等を対象としていた「未利⽤⼝座管理⼿数料」について、令和４年３⽉３１⽇以前に開設さ
れた普通預⾦⼝座等についても適⽤するとともに、預⾦規定を改定いたします。 

今後ともお客さまへのサービス維持・向上に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお
願い申し上げます。 

記 

１．適⽤⽇および改定⽇   令和５年１０⽉２⽇（⽉） 

２．未利⽤⼝座管理⼿数料の概要 
対象となる⼝座 普通預⾦⼝座（総合⼝座も含みます。）および貯蓄預⾦⼝座とし、最後のお

取引*1 から２年以上、⼀度もお取引がない⼝座が対象*2 です。 
ただし、次の場合は対象とはなりません。 
・ 対象⼝座の残⾼が１万円以上の場合 
・ 同⼀のお取引店でお借⼊がある場合 
・ 同⼀のお取引店で預かり⾦融資産（定期性預⾦、投資信託、国債等）が

ある場合 
*1 お取引は、預⼊れまたは払戻しをいい、当該⼝座の利息の⼊⾦および未利⽤⼝座

管理⼿数料の引落しを除きます。 
*2 紛失・盗難などにより取引停⽌となっている⼝座も対象となります。

⼿数料 年間１，３２０円（税込み） 
※初回引落し⽇は、令和６年４⽉頃を予定しております。 

対象のお客さま
へのご連絡 

・ 未利⽤⼝座管理⼿数料の対象となったお客さまには、当⾦庫にお届けのご住
所に、事前にお知らせを郵送いたします。なお、お知らせが延着または到着しな
かった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。 

・ 郵送後、⼀定期間（約３か⽉）経過してもお取引がない場合に、上記の⼿
数料を対象⼝座から引き落とします。翌年以降もお取引がない場合は、同様
に⼿数料を引き落とします。 

未利⽤⼝座の
解約 

・ 対象⼝座の残⾼が⼿数料に満たない場合は、⼝座残⾼全額を未利⽤⼝座
管理⼿数料として充当し、当該⼝座を解約いたします。 

・ ご負担いただいた⼿数料の返却および解約となった⼝座の再利⽤にはお応え
いたしかねます。 
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３．預⾦規定の改定 

未利⽤⼝座管理⼿数料の⾒直しに伴い、預⾦規定を次のとおり改定いたします。 
（１）改定の対象となる預⾦規定 

① 普通預⾦（決済⽤普通預⾦含む）・貯蓄預⾦・納税準備預⾦・通知預⾦ 取引規定 
② 総合⼝座取引規定（決済⽤普通預⾦対応） 

（２）改定の内容 
「未利⽤⼝座管理⼿数料」の条⽂を変更します。 

【例】普通預⾦（決済⽤普通預⾦含む）・貯蓄預⾦・納税準備預⾦・通知預⾦ 取引規
定（抜粋） 

改定前 改定後 
１３．（未利⽤⼝座管理⼿数料） 

(1) 令和 4 年 4 ⽉ 1 ⽇以降に開設さ
れた普通預⾦⼝座（決済⽤普通預⾦を
含みます。）および貯蓄預⾦⼝座は、当
⾦庫が定める⼀定期間、利息決算以外
の預⼊れまたは払戻し（ (2)に定める⼿
数料の引落しを除く。）がない場合には、
未利⽤⼝座となります。 

(2) 〜 (5) （略） 

１３．（未利⽤⼝座管理⼿数料） 
(1) 普通預⾦⼝座（決済⽤普通預⾦を

含む）および貯蓄預⾦⼝座は、当⾦庫が
定める⼀定期間、利息決算以外の預⼊
れまたは払戻し（ (2)に定める⼿数料の
引落しを除く。）がない場合には、未利⽤
⼝座となります。 

 
(2) 〜 (5) （略） 

 

以上 

 ＜本件に係るお問合せ先＞ 
⼀関信⽤⾦庫 事務部事務管理課 
電話 0191－23－6111（代表） 

※当⾦庫本⽀店窓⼝でもお受けいたします。 


